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Ans. 　都道府県知事（または農林水産大臣及び金融庁長官）は、農水産業協同組

合について、①債務超過と認める場合、②貯金等の払戻しを停止するおそれ
があると認める場合、③貯金等の払戻しを停止した場合のほか、④農水産業
協同組合からの申出を受けて債務超過が生ずるおそれがあると認めるときは、
一定の要件の下で管理を命ずる処分を行い、管理人を選任します。
　この場合、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行や財産の管理・
処分を行う権利は管理人に専属します。
　また、管理人は被管理農水産業協同組合の業務の暫定的な維持・継続を行
う一方で、譲渡する資産等の選定を実施し、その選定が完了次第、救済農水
産業協同組合への信用事業譲渡等を実施します。
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　被管理農水産業協同組合においては、名寄せ（貯金者ごとの付保貯金額の
算定等）並びにこれらを前提とする支払ってよい貯金等と支払を差し止める
必要のある貯金等を分別管理するための作業等を終え次第、基本的な業務と
して、名寄せ等が行われた貯金口座に関して、
　①　付保貯金額の範囲内の貯金等の払戻し（注1）及び破綻後の新規貯金等

の受払い（注2）
　②　決済業務（「第1部　貯金保険制度の概要　3（4）ロ．決済業務」

の項（14ページ）を参照してください）
が可能となり、また、
　③　資金使途が適切であり、返済が可能と判断された場合の貸出し等
を実施することになると考えられます（注3）。
　特に、決済用貯金（注4）は全額保護されますので、後記　 の対応の下で破
綻前と同様の払戻しが可能になると考えられます。
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　これらの業務がどのタイミングで実施されるか、あるいは、破綻前後で
継続されるかどうかは、付保貯金額を算定し、上記のとおり、支払ってよ
い貯金等と支払を差し止める必要のある貯金等を分別管理するための作業、
その他の準備がいつ整えられるかによります。仮に、そのための準備に一
定期間が必要な場合には、その準備が整うまで、上記の業務を停止するこ
とがあります。
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　なお、不正防止等について適切な措置を実施することが必要であり、貯
金等の払戻しの際、必要に応じて本人確認等が行われることがあります。

4

（注1）

（注2）

（注3）

（注4）

裁判所は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律により、民事再生手続が開始さ
れている破綻農水産業協同組合について、貯金保険機構による付保貯金払戻しのための貸付け
の実施が決定されている場合、当該破綻農水産業協同組合（再生債務者）の申立てにより、払戻し
を行う貯金等の種別等に関する意見を貯金保険機構から聴取のうえ、払戻しを行う貯金等の種別
等を定めて付保貯金の払戻しを許可することができます。
破綻農水産業協同組合は、民事再生法による処理が想定されていますが、民事再生手続の開始
申立てから開始決定までの間は、裁判所の共益債権化の許可等を受けることで、開始決定後は再
生債務者である破綻農水産業協同組合の業務として共益債権化されることで、いずれも新規貯金
等の受払いが可能となります。
被管理農水産業協同組合は、民事再生手続による処理が想定されていますが、同手続の下でこ
れらの業務は農水産業協同組合が基本的に継続を図るべき事業として位置付けられるものと考
えられます。
無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、の3要件を満たす貯金（有利息普通貯金は
該当しません）。
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農水産業協同組合の破綻後の業務

破綻後、農水産業協同組合の業務はどのように変わ
るのですか。


